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建築基準法施行令の一部改正に関する意見

標記について、環境工学委員会の承認を得て光環境小委員会の責任において下記の意見を

表明します。

記

　第二十条（有効面積の算定方法）の、(1)採光補正係数の上限値を３とした点、(2)採光補

正係数を１とみなす隣地からの後退距離が商業系地域で４ｍになった点、については、そ

れらによって実現される光環境から考えると、居住環境の悪化の可能性が懸念される。

　なお、本意見は環境工学委員会の承認を得て光環境小委員会の責任において表明する。
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